
                                                   

            

令和４年４月１２ 日  

県土整備部河川整備課  

０４３－２２３－３１５１  

 県土整備部河川環境課  

０４３－２２３－３１５３  

浦安海岸管理用通路の一部立入禁止について 

浦安海岸（浦安市入船４丁目地先）の管理用通路で、一部に陥没が発見された

ことから、管理用通路を立入禁止としました。 

周辺住民並びに海岸利用者の方々には御迷惑をおかけいたしますが、御理解・

御協力をお願いいたします。 

なお、現在陥没箇所及び周辺護岸の点検を実施しているところであり、復旧方

針等については、内容が決まり次第、改めてお知らせいたします。 
 
 

１ 陥没箇所 

  浦安海岸 浦安市入船４丁目地先               陥没状況写真 

２ 確認日時 

  令和４年４月１０日（日）午後２時頃 

３ 立入禁止区間 

入船４丁目地先から入船５丁目地先まで約７００ｍ 

４ 立入禁止期間 

復旧作業完了まで 

５ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ お問い合わせ先 

千葉県県土整備部河川整備課（点検・復旧に関すること） 

電話０４３－２２３－３１５１ 

  千葉県県土整備部河川環境課河川海岸管理室（利用・管理に関すること） 

電話０４３－２２３－３１５３ 
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